
妊娠・出産・育児期に利用できる制度
元気よくキャリアを継続するために、 少し先を見据えて計画してみてください

l．産休に入るまで
--

--• 一

●妊娠中の通勤緩和（正規職員：特別休暇）

妊娠中の女子職員が請求した場合、 通勤に利用する交通機聞の混雑などで母

体や胎児の健康維持に影響があると認められるときに利用できます。正規の勤

務時間の始めまたは終わりに、 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要

と認められる期間利用可能です

●つわり休暇（正規職只：特別休暇）

妊娠中の女子職口がつわりのため、 勤務することが著しく困難であると認

められる場合に、12日を超えない範囲で取得できます

●妊娠・産後の保健指導等（全職貝：特別休暇）

妊娠中の女子職員が母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇を受けるまで

の間、 または出産後の女子職員が出産後1年以内に医師、 助産師等の保健指

導及び健康診査を受ける場合に利用可能です

2 ． 産休入りから出産まで
●産前産後休暇（全職貝：特別休暇）

出産予定日以前8週問（限定業務職員等は6週間）（多胎妊娠の場合はl 4週間）

の日から産後8週間を経過するまでの期間取得できます

●妊娠・産後の保健指導等（全職只：特別休暇）

妊娠中の女子職貝が母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇を受けるまで

の間、 または出産後の女子職口が出産後1年以内に医師、 助産師等の保健指

導 及び健康診査を受ける場合に利用可能です

●配偶者の出産（全職只：特別休暇）※週3日以上勤務している職員

職目が妻の出産に伴い勤務しないことが相当の場合、 出産のための入院など

から出産後 2 週間以内で、 3日 （限定業務職只等は 2 日） の範囲内で利用で

きます

3.出産から復帰まで ー・-· — ― �-=

●育児休業 （全職員：無給 ）

子が3歳 （ 限定業務職貝等は1歳 ）に達する日の前日まで取得できます

限定業務職員等は、 保育所に入所できない場合など一定の条件下で、2 歳に達

するまで延長できます （雇用契約の要件あり）

●出産時育児休業（産後パパ育休） （全職員：無給）

子の出産日から起筏して8週闇を経過する日の翌日 までの期閾内に4週間

(28日）以内の期間取得できます

●男性臓員の育児参加（全職員：特別休暇）※週 3 日以上勤務している職只

職只の妻が出産し、 出産予定日の8週問 （限定業務職目等は6週間） （多胎妊

娠の場合は 14週間 ）前の日から出産後8週を経過する日までの期聞で、 当該

出産に係る子、 または小学校就学の始期 に達するまでの子を牲育する場合に

5日の範囲内の期問取得できます

●育児休業給付金 育休に入った月の翌月に総務課給与班から運絡をします（ 雇

用保険加入者）

育児休業を取得した場合に一定の要件を満たすと、屈用保険から休業開始時の賃

金月額の67％の額(6か月後からは50%）の給付を受けることができます

支給期間は子の1歳の誕生日の前々日までです。ただし、1歳の誕生日の前日後、

保育所における子の保育の実施が困難な場合等の特別な理由がある場合、1歳の

誕生日の前々日から6か月後まで延長できます。その後さらに 同様の理由で、2 歳に

達する日の前日までの期間も支給対象となります。

※このほかにも、 正規職目の均合は組合や互助会からの出産費用や祝金などの

支給があります。 詳細は学内ペ ー ジに掲戟していますので、 こ確認ください

4．育児と仕事の両立を支援する制度
●育児短時間勤務（正規職.t'l.)

小学校就学の始期に達するまでの子を粗育する場合に利用できます

いくつかの勤務バターンから選択できます

※詳細は総務課人印班へお問合せください

●育児時間休暇（正規職口：特別休暇、 限定業務職只等：無給休暇）

正規職貝：子が3歳に達する日の前日まで1日2回各60 分又は1日1回120

分請求できます

限定業務職只等：子が1歳に達する日の前日まで1日2回各30分請求できます

●育児のための早出遅出勤務 （正規職貝）

小学校始期に達するまでの子を粗育する場合に利用できます。正規の勤務時間

内で、 いずれかの勤務パタ ーンから選択できます

●育児部分休業 （全職只：休業時間は給与減額 ）

小学校就学の始期 （ 限定業務職只等は3歳 ）に達するまでの子を摂育する場合、 勤

務時間の始めまたは終わりに1日2時問、 3 0 分単位で取得できます （百児時間休

暇と併用の場合併せて2時間まで取得可能 ）※フルタイム勤務の場合

●時間外勤務の制限・時間外勤務の免除・深夜勤務の制限

（勤務時間規程第 8条の3、限定業務職員勤務時間規程第 4条、 同5条、同6条、 短

時間雇用職只勤務時間規程第4条、 同5条、 同6条、 準職貝勤務時間規程第4条、同

5条、同6条、臨時職只勤務時問規程第4条同5条、同6条に該当する方） 小学校始期

に達するまでの子を猥育する職貝が請求した場合、 1か月 24時間、 1年15 0時

間を超える時間外勤務が制限、 または一切の時問外勤務が免除されます。 また、深夜

（ 午後10時から翌日の午前5時まで ）の勤務が制限されます

●子の看護休暇（正規職負：特別休暇、 限定業務職員等：無給休暇）

子が1 5歳に達する日以後最初の3月31日（限定業務職員等は小学校就学始期）まで1暦

年に5日の範囲内で取得できます（対象となる子が2人以上の場合は10日）

●子育て部分休暇（正規職貝：無給休暇）
小学校3年生までの子を粗育する職貝が、 30分単位で1日につき2時間を超えない

範囲内で 取得できます

※限定業務職員等には、 限定業務職ロ・短時間雇用職ロ・準職ロ・臨時職貝を含みます

I 和歌山県立医科大学内のお問合せ先
キャリア継続に関するこ·相談・保育園（クレヨン保育園ふくむ）等に関するこ·相談

本バンフレットの内容に関するこ・臼問など

ワ ー クライフバランス支援センタ ー

電話：073-447-2300 ts2'.l: worklife@wakayama-med.ac.jp 

妊娠期～復帰後に利用できる休暇等の制度に関するこ・費問など

総務課 人事班 電話：073-441-0711

育児休業給付金に関するこ質問

総務課 給与班 電話: 073-441-0712 

I 
幼稚園・保育園などに関する行政の窓口 1 

和歌山市 保育こども園課 雷話：073-435-1064 

海南市 くらし部子育て推進課 霜話：073-483-8582

有田市 市民福祉部こども課 電話：0737-83-1111

紀の川市 福祉部保育課 電話：0736-77-2511

岩出市 生活福祉部子ども家庭課 電話：0736-67-6324

有田川町 こども教育課 電話：0737-22-4512

※その他の地域に1l!\しましては 、 各ホームペ ー ジキ乏確取くだ六い

育児しながら、キャリアを
継続していく完めに
妊娠・出産・育児期lご利用万ぎ区制度

公立大学法人

和歌山県立医科大学
ワ ー クライフバランス支援虹｀4？-
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